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令和６年度 第２回下野市教育委員会定例会議事録 

 

 日  時  令和６年５月１７日（金）午後１時３０分～午後４時３０分 

 会  場  下野市役所３階 教育委員会室 

 出席委員   教 育 長  石﨑 雅也   職務代理者  永山 伸一 

        委   員  石嶋 和夫   委   員  佐間田 香 

        委   員  川田 玲子 

 出席職員   教育次長           高山 正勝 

教育総務課長         米井 正和 

学校教育課長         石島 直 

生涯学習文化課長       野口 修一 

文化財課長          伊藤 隆行 

スポーツ振興課長       根本 宣明 

教育総務課課長補佐      厚木 充 

教育総務課主査        篠崎 貴弘 

教育総務課主事        阿部 維麻 

 

 公開・非公開の別  公開（一部非公開） 

 傍 聴 者   ０ 人 

 報道機関   ０ 人 

 議事録（概要）作成年月日  令和６年６月２１日 

 

教育長の報告 

報告第 ３号  下野市教育委員会後援名義等の使用及び下野市教育委員会教 

育長賞の交付の承認について 

報告第 ４号  下野市教育委員会後援名義等の使用及び下野市教育委員会教 

育長賞の交付の承認の決定状況について 

  報告第 ５号  緊急在学奨学生の募集について 

  報告第 ６号  令和５年度通学路整備要望と対応結果について 

  報告第 ７号  令和６年度就学援助費認定状況について 

  報告第 ８号  令和５年度学校教育サポートセンター事業報告について 

  報告第 ９号  体育施設等の通常利用に向けた移行措置について 

 

議  事 

議案第 ７号  令和６年度下野市教育委員会点検評価外部評価委員会委員 
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の委嘱について 

議案第 ８号  下野市立国分寺学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ 

いて 

議案第 ９号  令和６年度下野市スクールアシスタントの任用について 

議案第１０号  下野市立小中学校教科用図書選定委員会委員の委嘱について 

議案第１１号  下野市立小中学校教科用図書選定委員会への諮問について 

議案第１２号  下野市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第１３号  令和６年度下野市少年スポーツ指導員の委嘱について 

 

協  議 

協議第 ３号  下野市学校施設整備基金条例の制定について 

 

そ の 他 

（１）令和６年度下都賀地区人権フォーラムの開催について  



- 3 - 

１．開会 

（石﨑教育長）   ただいまから、令和６年度第２回下野市教育委員会定例会を

開会する。 

 

 ２．教育長あいさつ 

（石﨑教育長）   ４月１９日から本日５月１７日までの職務について資料に基

づき報告する。 

報告内容について、質疑等はあるか。（特になし） 

 

３．議事録署名人の選任 石嶋委員及び川田委員を指名 

 

 

４．前回議事録の承認 

（石﨑教育長）   前回議事録について、事務局に説明を求める。 

（厚木教育総務課課長補佐）   令和６年度第１回教育委員会定例会議事録について、修正が

無かった旨説明を行う。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

議事録はこのとおり決定とする。 

 

        ５．教育長の報告 

（石﨑教育長）   報告第３号、下野市教育委員会後援名義等の使用及び下野市 

教育委員会教育長賞の交付の承認について、説明を求める。 

（米井教育総務課長）   令和６年５月現在、２件の後援申請があったため、承認の決 

定前に教育委員の皆様から意見を頂きたい。申請事業について 

は資料のとおりである。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。 

（佐間田委員）   １件目の被爆体験記朗読・パネル展示について、このような 

企画展に限らず、小、中学生の子ども達に生の声を届ける機会 

を設けてほしいと思う。若者が主となって動いているという点 

も、子ども達にとって刺激となるのではないか。 

（川田委員）   同じく１件目について、会場が栃木市なので、市内在住の子 

どもがこの展示を見に行くにあたり、親の送迎が必要であった 

り、駅から歩いたりする必要が生じる。市内施設などで開催し 

てもよいのではないか。 

（石﨑教育長）   このような、後世に伝えるべき体験記などの展示について、 

市内の施設や学校などで開催できるよう検討するのが望ましい。 

（米井教育総務課長）   様々な団体を調べて検討する。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。（意見なし） 

承認でよろしいか。（全委員承認） 

続いて、報告第４号、下野市教育委員会後援名義等の使用及 

び下野市教育委員会教育長賞の交付の承認の決定状況について、 
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説明を求める。 

（米井教育総務課長）   資料に基づき、５件の後援申請を承認した旨、説明を行う。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

続いて、報告第５号、緊急在学奨学生の募集について、説明 

を求める。 

（米井教育総務課長）   資料に基づき、緊急在学奨学生の募集について説明を行う。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

続いて、報告第６号、令和５年度通学路整備要望と対応結果に 

ついて、説明を求める。 

（米井教育総務課長）   資料に基づき、令和５年度通学路整備要望と対応結果につい 

て説明を行う。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。 

（永山委員）   要望Ｎｏ.４、南河内小中学校の「白線とグリーンベルトの 

設置」の検討結果において「路面標示だと効果が低い」とある

が、理由が不明瞭である。担当課と確認をした上で、理由を示

していただきたい。また、検討結果に「却下する」という表現

があるが、用途として適さないと思われるので、修正をお願い

したい。 

（米井教育総務課長）   「路面標示だと効果が低い」という検討結果の詳細について

は建設課（現：管理保全課）に確認し、回答したい。「却下」

という表現については安全安心課及び関係機関も含めて表現を

修正し、統一する。 

（永山委員）   もう一点。要望Ｎｏ.１９、古山小学校の「カーブミラーの 

設置」の令和４年度検討結果において、「歩行者が車両を確認

するものでは無い」とあるが、古山小学校の要望の意図として

は、車から歩行者を確認できるようにカーブミラーを設置して

ほしいのではないか。検討結果にずれが生じていると感じる。

併せて確認してもらいたい。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。 

（石嶋委員）   要望Ｎｏ.１９について、適切な手段を取れば安全を確認で 

きるので設置不要という検討結果があるが、全ての運転手が交

通ルールを守っているわけではないと思う。カーブミラーの設

置が難しいのであれば、注意喚起をする看板などを設置するこ

とが望ましい。 

もう一点、要望Ｎｏ.２０、古山小学校の「一時停止の設置」

の令和５年度検討結果において、「限られた住民しか利用しな

い道路であり、設置不可」とあるが、現状、車や自転車が道路

を走行する際に一時停止をせず、危険な状態であるから学校か

ら要望が出たものであると考える。利用者が限られていれば児

童の安全が守られるのか。基準を満たしていないから不要とい

う発想はかえって危険ではないかと思う。一時停止の設置が難



- 5 - 

しいのであれば、簡易な看板を設置するのでもよいと思う。人

数で判断するのではなく、決まりを守らない人がいたときに危

険かどうかという点で検討していただきたい。 

（米井教育総務課長）    ご指摘のとおり、要望内容と検討結果にずれが生じている。 

再度検討のうえ、是正していきたい。 

（石﨑教育長）    他に質疑等はあるか。 

続いて、報告第７号、令和６年度就学援助費認定状況につい 

て説明を求める。 

（石島学校教育課長）    資料に基づき、令和６年度就学援助費認定状況について説明 

する。 

（石﨑教育長）    質疑等はあるか。 

（石嶋委員）    令和５年度以降、小学生の援助人数が大きく減少している。 

令和４年度まで援助人数が多かった理由はコロナ禍による影響

を受けた結果か。 

（石島学校教育課長）    コロナ禍による影響という報告は受けていない。所得条件で 

         対象者が決まるため、その年の対象者が少なかったことが理由 

であると考えられる。 

（石﨑教育長）  他に質疑等はあるか。 

（佐間田委員）    援助人数の割合が高い学校内において、子ども間での格差が

生じているのではないかと不安に感じる。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。（特になし） 

    続いて、報告第８号、令和５年度学校教育サポートセンター 

   事業報告について、説明を求める。 

（石島学校教育課長）   資料に基づき、令和５年度学校教育サポートセンター事業報

告について説明する。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。 

（永山委員）   県の事業であるふれあいキャンプについて、１名参加となっ 

ているが、全体での規模はどの程度か。 

（石島学校教育課長）   栃木県で２か所に分かれて実施している。下都賀地区は安足

地区、上都賀地区と共に県西地区として活動しており、例年２

０～３０名の子どもが参加している。昨年度、栃木県立太平少

年自然の家が閉所となったため、今年度は新たに開所した栃木

ＪＩＭＩＮＩＥ俱楽部自然の家みかもで開催される予定となっ

ている。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。 

（石嶋委員）   相談ケースの主訴において、「集団不適応」という表現があ 

るが、集団へ適応できない個人の責任というニュアンスに感じ 

る。表現について検討していただきたい。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。 

（佐間田委員）   スマイル教室の活動について、石橋中学校が実施しているグ

リムの飾りつけボランティアのように、子どもに役割を与える
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ことによって、ピグマリオン効果が期待できるのではないかと

思う。 

もう一点、主訴別相談ケースのなかで「子育て」に関する悩 

みが増えているが、具体的な悩みなどを子ども子育て会議に資

料として提供することは可能か。ＰＴＡの方や幼稚園の先生な

ど、現場の方々と共有できると解決が図れる問題もあると思う。 

（石島学校教育課長）   １点目のスマイル教室の活動内容について、午前中は学習活 

動だが、午後は運動や石橋図書館での図書業務体験、そば打ち

体験、調理など、勉強だけでなく様々な体験をする機会を設け

ている。２点目の主訴別相談ケースの「子育て」に関する悩み

の具体的な内容の提供については、個人情報のため、サポート

センターに確認したうえで回答してよいか。 

（佐間田委員）   問題ない。 

（永山委員）   相談業務は守秘義務もあるので、取扱いには注意が必要であ 

る。相談する側もサポートセンター以外に内容が漏れないと思

って相談している前提がある。 

（石嶋委員）   情報を受け取る側も取扱いを注意しないと、なぜ知っている 

         のかと問題になることがある。 

（佐間田委員）   承知した。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。 

（石嶋委員）   学校の先生はスマイル教室に訪問しているのか。 

（石島学校教育課長）   入級の条件として、月に一回は必ず学校の先生が訪問するこ 

         とになっている。本人と面会することになっているが、諸事情

により本人と会えない場合には、スマイル教室の先生と会って

情報共有をしている。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。（特になし） 

   続いて、報告第９号、体育施設等の通常利用に向けた移行措

置について、説明を求める。 

（根本スポーツ振興課長）   資料に基づき、体育施設等の通常利用に向けた移行措置につ 

         いて説明を行う。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

 

 

６．議事 

（石﨑教育長）   ここで諮る。議案第７号から議案第１０号及び議案第１２号

から議案第１３号については、人事に関する案件であるため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規

定により、非公開として進めたいと思うが、よろしいか。（全

委員承認） 

続いて諮る。円滑な会議の進行のため、関連する議案である 

議案第１０号及び第１１号を一括して審議すること並びに当該 
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議案の順番を入れ替え、議案第１３号の次に審議することとし 

てよろしいか。（全委員異議なし） 

それでは、議案第７号から議案第１０号及び議案第１２号か 

ら議案第１３号までについて非公開とし、議案第１０号及び議 

案第１１号を議案第１３号の次に審議することとして進める。 

まず、議案第７号、令和６年度下野市教育委員会点検評価外 

部評価委員会委員の委嘱について、説明を求める。 

 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）    議案第７号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第７号は原案のとおり決定する。 

続いて、議案第８号、下野市立国分寺学校給食センター運営 

委員会委員の委嘱について、説明を求める。 

 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）   議案第８号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第８号は原案のとおり決定する。 

          続いて、議案第９号、令和６年度下野市スクールアシスタン

トの任用について、説明を求める。 

 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）   議案第９号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第９号は原案のとおり決定する。 

          続いて、議案第１２号、下野市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて、説明を求める。 

 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）   議案第１２号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第１２号は原案のとおり決定する。 

          続いて、議案第１３号、令和６年度下野市少年スポーツ指導

員の委嘱について、説明を求める。 

 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）   議案第１３号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第１３号は原案のとおり決定する。 

          続いて、議案第１０号、下野市立小中学校教科用図書選定委
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員会委員の委嘱について、説明を求める。 

          以下、非公開 

 

（石﨑教育長）   議案第１０号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第１０号は原案のとおり決定する。 

          ここで、非公開を解く。 

          続いて、議案第１１号、下野市立小中学校教科用図書選定委

員会への諮問について、説明を求める。 

（石島学校教育課長）   下野市立小学校、中学校及び義務教育学校において使用する

教科用図書の公正な採択に資するため、下野市立小中学校教科

用図書選定委員会条例第２条の規定により、下野市立小中学校

教科用図書選定委員会に諮問することについて、委員会の議決

を求める。令和７年度使用教科用図書の選定について、教育長

から教科用図書選定委員長に諮問をするものであり、今年度は、

令和７年度に使用する中学校用教科用図書及び学校教育法附則

第９条第１項に規定する小中学校特別支援学級用教科用図書に

ついての選定を行うものである。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。 

          ６月３日開催の下野市立小中学校教科用図書選定委員会の時 

間は何時を想定しているか。 

（石島学校教育課長）   開始は午後２時ごろを予定しているが、終了時間については

確認して報告する。また、この会議については教育長の出席を

お願いしたい。 

（永山委員）    議案書における学校の表記は小学校、中学校及び義務教育 

学校となっているが、諮問書においては、義務教育学校という 

表記がされていない。このままで問題はないのか。 

（石島学校教育課長）   教科書の定義として、小学校教科用図書と中学校教科用図書 

はあるが、義務教育学校教科用図書というものはない。そのた 

め、諮問書に記載されている「中学校教科用図書」に義務教育 

学校７～９年生用も含まれていることとなる。 

（永山委員）   承知した。 

          例年７月に開催される教育委員会定例会において、教科用図 

書の採択を行っており、その採択に時間がかかるため、毎年開 

始時間を３０分繰上げているが、今年度は開始時間の繰上げを 

行うのか。 

（篠崎教育総務課主査）   今年度も開始時間を３０分繰上げ、午後１時から開始となる。 

（永山委員）    承知した。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。（特になし） 

          議案第１１号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

          議案第１１号は原案どおり決定する。 

続いて、協議に移る。 
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        ７．協議 

（石﨑教育長）   協議第３号、下野市学校施設整備基金条例の制定について、

説明を求める。 

（米井教育総務課長）   基金条例設置の背景として、薬師寺小学校跡地を宗教法人龍

興寺へ有償譲渡するにあたり、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律第２２条の規定により、公立学校施設整備費

補助金等に係る財産処分の国の承認が必要であること、また、

承認の条件として、国庫補助事業完了後１０年以上が経過した

ものについては、譲渡額に係る補助金相当額以上の額を地方公

共団体が設置する学校の施設整備に要する経費に充てることを

目的とした基金に積み立て、適切に運用することとしているた

め、当該基金を設置する条例を制定するものである。本件につ

いては、第２回市議会定例会に議案として上程する。 

（永山委員）   薬師寺小学校について、全ての国庫補助事業が完了後１０ 

年以上経過したものなのか。 

（米井教育総務課長）   そのとおりである。 

（川田委員）   今後、吉田西小学校及び吉田東小学校も同様の対応をするこ 

         とになるか。 

（米井教育総務課長）   その予定である。 

（石﨑教育長）   吉田西小学校及び吉田東小学校について、有償譲渡の時期は 

決まっているのか。 

（米井教育総務課長）   協議段階のため、未定である。 

（永山委員）   基金の使い道について、学校の施設整備に要する経費に充て 

ることが目的とされているのであれば、学校を新たに作る場合 

も対象となるのか。 

（米井教育総務課長）   原則、今ある学校の修繕に充てることが主であるが、新たに 

学校を作る場合にも使用は可能であると考える。 

（永山委員）   承知した。 

基金の管理について、何課が担当となるか。 

（米井教育総務課長）   教育総務課が担当となる。 

（永山委員）   当基金について、薬師寺小学校で１つ積上がるが、他の学校 

で同様のことがあった場合、同じ基金に積立てを行うのか。 

（米井教育総務課長）   具体的な内容については今後検討となるが、積立てた基金が 

処分された段階で、新たに学校が閉校されなければ、当該基金 

については廃止されると考える。ただし、国へ報告する際に基 

金を一本化し、それぞれを明確化できるのであれば、今ある基 

金の中で積立てを行いたいと思う。 

（石﨑教育長）   吉田東小学校及び吉田西小学校が有償譲渡にならない可能性 

はあるのか。 

（米井教育総務課長）   協議段階のため、未定である。 
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（佐間田委員）   薬師寺小学校跡地について、どのような経緯で有償譲渡が決

まったのか。 

（米井教育総務課長）   薬師寺小学校跡地活用に係る公募型プロポーザルを行った結 

果、宗教法人龍興寺の一社だけであったこと、また、かつて 

薬師寺小学校用地として土地が利用される前に、宗教法人龍興

寺が当該土地を所有していたことから、決定に至った。 

（佐間田委員）   承知した。 

（石﨑教育長）   他に質疑等はあるか。（特になし） 

          続いて、その他に移る。 

 

８．その他 

（石﨑教育長）   （１）令和６年度下都賀地区人権フォーラムの開催について、

説明を求める。 

（野口生涯学習文化課長）   今年度の下都賀地区人権フォーラムが、６月１３日木曜日に

壬生町城址公園ホールにおいて開催される。「誰の心にもある

差別意識を考える」と題し、東洋英和女学院大学名誉教授であ

る石渡和美氏を講師に招いての講演となる。教育委員の皆様の

参加をお願いしたい。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

他に事務局から連絡事項等はあるか。 

（野口生涯学習文化課長）   生涯学習文化課にて所管している生涯学習情報センターにつ

いて、１点報告がある。令和４年度に新設された市民活動セン

ターと当施設の役割分担が不明瞭であり、業務が重複している

との提言等をいただいているため、昨年度から庁内で各施設の

在り方についての検討を行っているが、今後、利用者や関係機

関等外部を含めた検討及び協議を進めていきたいと考えている。

引き続き進展等があれば、都度ご報告させていただく。 

（永山委員）   各施設の機能については、庁内の協議で決定するものなのか、 

教育委員会で決定するものなのか。 

（野口生涯学習文化課長）   生涯学習情報センター及び市民活動センターについては、そ 

れぞれ市の設置条例があるため、最終的には議会の議決をもっ 

て決定されるが、事前に庁内や利用者等に相談及び協議を行い、 

教育委員会においても相談をさせていただきたい。 

（永山委員）   承知した。 

（石﨑教育長）   他に事務局から連絡事項等はあるか。 

（米井教育総務課長）   先ほど永山委員よりご意見をいただいた報告第６号令和５年

度通学路整備要望と対応結果について、追加で説明する。要望

Ｎｏ.４南河内小中学校から挙げられている「白線とグリーンベ

ルトの設置」について、この場所は学校の南門を出て東に進ん

だ先にある坂を指しており、高低差が大きいため、坂を上るド

ライバーから坂の上の児童や生徒が視認できないことから、路
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面標示のみではスピード減速の効果が低いと判断した。そのた

め、路面標示ではなく速度規則を設けるための協議を警察と行

う検討結果とした。 

（永山委員）   承知した。 

（石﨑教育長）   他に事務局から連絡事項等はあるか。 

（厚木教育総務課課長補佐）   教育委員会主要日程について、前回示したものから追加、変 

更等があったものについて説明する。教育総務課について、点 

検評価外部評価委員会が７月２日及び３日に決定した。生涯学

習文化課について、第１回公民館運営審議会が５月２３日に、

青少年育成市民会議の総会が５月２６日に、市子連の総会が６

月４日に、第１回社会教育委員会議が６月２８日に、自治医科

大学公開講座が６月２９日、７月１３日、７月２７日に、第１

回生涯学習推進協議会が７月１０日に、第２回図書館協議会が

７月１７日に、第１回ふれあい学習推進委員会が１０月中旬に

決定した。文化財課について、南河内小中学校ふるさと学習が

６月２７日、１１月８日、１１月１５日、１２月５日に、下野

薬師寺跡エゴマ灯明の会が９月７日に、全国遺跡環境整備会議

が１０月３１日から１１月１日までに決定した。 

（石﨑教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

他に事務局から連絡事項はあるか。（特になし） 

教育委員の皆様から連絡事項等はあるか。 

（永山委員）   まだ時期が早いが、教育のつどいの記念講演会の講師につい 

て、夏頃から探しはじめていただきたい。 

（厚木教育総務課課長補佐）   承知した。 

（石﨑教育長）   以上でよろしいか。（全委員承認） 

それでは、次回の開催日程について、事務局に説明を求める。 

（厚木教育総務課課長補佐）   次回の教育委員会定例会は、令和６年６月２１日（金曜日） 

午後１時３０分から、教育委員会室で開催を予定している。 

 

        ９．閉会 

（石﨑教育長）   以上をもって、令和６年度第２回教育委員会定例会を閉会す

る。 

           

         （午後４時３０分閉会） 
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